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第３章 好循環社会とくしま

第４節 騒音・振動・悪臭等の防止

１ 騒音 振動 悪臭の現況・ ・
（１）騒音
騒音には，工場や商店・飲食店などの製造・事業活

動に伴うもの，建築・土木工事などの建設作業に伴う
もの，自動車等の交通機関の活動に伴うもの，そして
ステレオなど家庭生活に伴うものなどがあり，その発
生源，音の量・質ともに多種多様です。また，数値的
な音量よりも，体感音量により不快感を生じるもので
す。

①環境基準の達成状況
（ア）一般地域（道路に面する地域以外の地域）にお
ける騒音
一般地域における騒音の状況を把握するため，平成

28年度は，２市（徳島市及び阿南市）において環境基
準の達成状況を調査し，10地点のうち90％で昼間，夜
間ともに，環境基準を達成していました（表3-4-1 。）

表3-4-1 一般地域における環境基準の達成状況

調査 地 時間帯ごとの達成地点 両時間帯ともに

点数 （達成率％） 達成した地点数

昼 間 夜 間

10 10（100％） ９（90％） ９（90％）

（注 「昼間」とは午前６時から午後10時までの間をいい 「夜） ，

」 ， 。間 とは 午後10時から翌日の午前６時までの間をいう

表3-4-2 面的な評価による環境基準達成状況

路線名 評価区間の 評価区間の 区間 住宅等 環境基準達成戸数 環境基準達成率(%)

(H22センサス番号） 始点の住所 終点の住所 延長 総戸数 (戸)

(km) (戸) 昼夜 昼間 夜間 昼夜 昼間 夜間

のみ のみ のみ のみ

一般国道11号 徳島市川内町 徳島市川内町 0.9 33 21 0 12 63.6 0 36.4

(100850)

一般国道32号 三好市池田町州津 三好市池田町州津 1.1 67 67 0 0 100 0 0

(10200)

一般国道32号 三好市池田町州津 三好市池田町州津 0.3 38 38 0 0 100 0 0

(10200)

一般国道32号 三好市池田町州津 三好市池田町州津 1.2 32 32 0 0 100 0 0

(10200)

一般国道55号 小松島市江田町 小松島市小松島町 1.5 30 24 2 0 80.0 2 0

(10280)

一般国道55号 小松島市大林町 小松島市坂野町 2.4 13 13 0 0 100 0 0

(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)(10310)

一般国道55号 阿南市那賀川町 阿南市那賀川町 1.6 12 11 0 0 84.6 0 0

(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)(10310) 島尻 色ケ島

一般国道55号 阿南市那賀川町 阿南市西路見町 2.1 41 41 0 0 100 0 0

(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)(10330) 中島

一般国道55号 小松島市大林町 小松島市大林町 1.5 69 69 0 0 100 0 0

(10450)

一般国道55号 阿南市羽ノ浦町 阿南市羽ノ浦町 1.8 164 151 0 0 92.1 0 0

(10450) 宮倉 中庄

一般国道192号 美馬市穴吹町穴吹 美馬市穴吹町穴吹 2.5 60 47 13 0 78.3 21.7 0

(10570)

一般国道192号 徳島市元町 徳島市徳島本町 0.8 183 183 0 0 100 0 0

(10660)

鳴門池田線 阿波市土成町土成 阿波市阿波町 6.9 307 279 0 0 90.9 0 0

(40340) 平川原南

鳴門池田線 阿波市阿波町 阿波市阿波町西林 8.6 371 349 0 0 94.1 0 0

(40350) 平川原北

鳴門池田線 美馬市脇町 美馬市脇町 3.3 96 96 0 0 100 0 0

(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)(40420) 大字脇町

松茂吉野線 板野郡松茂町広島 板野郡松茂町広島 0.7 83 83 0 0 100 0 0

(40440)
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路線名 評価区間の 評価区間の 区間 住宅等 環境基準達成戸数 環境基準達成率(%)

(H22センサス番号） 始点の住所 終点の住所 延長 総戸数 (戸)

(km) (戸) 昼夜 昼間 夜間 昼夜 昼間 夜間

のみ のみ のみ のみ

松茂吉野線 板野郡北島町中村 板野郡北島町高房 3.7 391 391 0 0 100 0 0

(40440)

松茂吉野線 板野郡藍住町勝瑞 板野郡藍住町 5.1 480 479 0 0 99.8 0 0

(40450) 東中富

徳島環状線 徳島市川内町 徳島市川内町 0.3 45 45 0 0 100 0 0

(40970)

徳島環状線 徳島市安宅2丁目5 徳島市末広2丁目1 0.7 163 163 0 0 100 0 0

(41010)

徳島環状線 徳島市末広2丁目1 徳島市新浜本町 2.2 518 518 0 0 100 0 0

(41010) 4丁目1

徳島環状線 徳島市住吉6丁目1 徳島市安宅2丁目5 0.8 267 267 0 0 100 0 0

(41070)

徳島鴨島線 徳島市中島田町 徳島市国府町 1.2 213 213 0 0 100 0 0

(41130) 南岩延

徳島鴨島線 徳島市国府町 徳島市国府町井戸 1.7 32 32 0 0 100 0 0

(41130) 南岩延

石井引田線 名西郡石井町石井 名西郡石井町藍畑 4.1 275 273 0 1 99.3 0 0.4

(41250)

石井引田線 板野郡板野町矢武 板野郡板野町羅漢 1.3 34 34 0 0 100 0 0

(41260)

石井引田線 板野郡上板町 板野郡上板町西分 2.3 47 47 0 0 100 0 0

(41260) 下六條

徳島鳴門線 徳島市北常三島町 徳島市吉野本町 0.9 455 353 0 71 77.6 0 15.6

(41370)

徳島鳴門線 徳島市吉野本町 徳島市川内町 2.2 319 285 2 0 89.3 0.6 0

(41380)

徳島鳴門線 板野郡北島町鯛浜 板野郡北島町鯛浜 0.1 18 18 0 0 100 0 0

(41390)

徳島鳴門線 板野郡北島町鯛浜 板野郡北島町江尻 0.9 63 63 0 0 100 0 0

(41390)

徳島空港線 板野郡松茂町 板野郡松茂町 1.2 23 23 0 0 100 0 0

(41440) 笹木野 中喜来

徳島北灘線 徳島市不動町東町 徳島市応神町 1.5 7 7 0 0 100 0 0

(41460) 東貞方

宮倉徳島線 徳島市八万町 徳島市南二軒屋町 1.5 375 375 0 0 100 0 0

(60400) 3丁目1

宮倉徳島線 徳島市南二軒屋町 徳島市南二軒屋町 0.6 236 236 0 0 100 0 0

(60400) 3丁目1 1丁目2

宮倉徳島線 徳島市紺屋町 徳島市かちどき橋 0.9 522 522 0 0 100 0 0

(60410)

古川長原港線 徳島市応神町古川 徳島市川内町 1.7 255 254 0 1 99.6 0 0.4

(61360)

合計 72.1 6,338 6,102 17 85 96.5 0.3 1.3
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（イ）道路に面する地域における騒音
道路に面する地域において，市町の協力を得て環境

基準の達成状況を調査しています。道路に面する地域
では一定の地域ごとに当該地域内のすべての住居等 沿（
道から50メートルの範囲内）のうち環境基準を達成す
る戸数及び達成割合を把握することによる評価を行い
ます。
平成28年度においては，評価区間延長72.1km，総

評価戸数6,338戸のうち96.3%で昼間，夜間ともに，
環境基準を達成していました（表3-4-2 。）

②工場・事業場騒音
工場・事業場騒音は，生産工程等の各種機械施設の

稼動により発生します。騒音規制法では，特に著しい
騒音（機械から１mの距離で80～100デシベル程度）
を発生する機械類を特定施設に指定し，騒音規制地域
内で設置する場合，市町村長への届出と設置地域別に
定められている騒音の規制基準値の遵守を義務づけて
います。
現在，県下８市12町で騒音規制法の地域を指定して

おり（表3-4-12 ，平成28年度現在，騒音規制法に基）
づく特定施設の届出状況は表3-4-3のとおりです。
さらに，徳島県生活環境保全条例により海上を除く

県下全域を指定地域として，騒音発生施設（法令での
特定施設）を設置する場合，市町村長への届出の上乗
せ規制を行っています。平成28年度現在，徳島県生活
環境保全条例に基づく騒音発生施設の届出状況は表3-
4-4のとおりです。

表3-4-3 騒音規制法に基づく特定施設の届出状況
（平成2 年度現在）8

施設の種類 特定工場数 特定施設数

金属加工機械 94 445

空気圧縮機等 403 4,177

土石用破砕機等 24 80

織機 31 562

建設用資材製造機械 24 28

穀物用製粉機 12 26

木材加工機械 157 591

抄紙機 ８ 27

印刷機械 44 184

合成樹脂用射出成形機 11 48

鋳型造型機 3 14

計 811 6,182

表3-4-4 徳島県生活環境保全条例に基づく騒音発生施設の
届出状況（平成28年度現在）

施設の種類 騒音発生工場数 騒音発生施設数

金属加工機械 98 367

空気圧縮機等 854 2,953

土石用破砕機等 123 239

織機等 83 1,104

建設用資材製造機械 66 69

穀物用製粉機 11 18

木材加工機械 353 1,621

抄紙機 1 7

印刷機械 21 73

合成樹脂用射出成形機 17 76

造型機 1 11

自動車整備用作業場等 683 695

計 2,311 7,233

③建設作業騒音
建設作業騒音とは，道路や建物等の建設作業に伴い

発生するもので，短期間で終了するが瞬時の騒音レベ
ルが高いことや，主に屋外作業であるため具体的な騒
音防止対策が難しい特徴があります。
騒音規制法では，特に著しい騒音を発生する作業と

して８種類の建設作業を特定建設作業に指定し，規制
，地域内での作業実施にあたり該当市町長への届出義務

騒音基準値の遵守（敷地境界上で85デシベル以下 ，）
日祝日の作業及び夜間作業の禁止等の規制基準を定め
ています。
平成28年度における騒音規制法に基づく特定建設作

業実施の届出件数は，表3-4-5のとおりです。

表3-4-5 騒音規制法に基づく特定建設作業実施の届出件数
平成2 年度）（ 8

作業の種類 届出件数

くい打機等を使用する作業 26

びょう打機等を使用する作業 2

さく岩機を使用する作業 168

空気圧縮機を使用する作業 51

等を設けて行う作業 1コンクリートプラント

バックホウを使用する作業 28

トラクターショベルを使用する作業 8

ブルドーザーを使用する作業 2

計 286

さらに，工場・事業場騒音と同様に，徳島県生活環
境保全条例により県下全域で特定建設作業の規制区域
を指定し，該当市町村長への届出義務及び騒音基準値
の遵守等の規制を定めています。平成28年度における
条例に基づく特定建設作業実施の届出件数は表3-4-6
のとおりです。
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表3-4- に基づく特定建設作業実施6 徳島県生活環境保全条例

の届出件数 平成2 年度）（ 8

の種類 届出件数作業

27くい打機等を使用する作業

0びょう打機等を使用する作業

84さく岩機を使用する作業

30空気圧縮機を使用する作業

0コンクリートプラント等を設けて行う作業

141計

④交通騒音
（ア）自動車交通騒音
自動車交通騒音については，市町村長が騒音規制法

に基づき都道府県公安委員会に対し，所要の措置を要

請する際の基準となる要請限度が定められています。
また，市町村長は，必要があると認めるときは，道

路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることが
できるものとされています。

（イ）航空機騒音
航空機騒音は，機種，飛行高度，気象条件によって

騒音の大きさが変化すること，間欠的であること，衝
撃性が強い音質であること，影響範囲が広いこと等が
特徴です。
徳島飛行場におけるジェット機の就航に伴い，昭和

58年度から徳島市，鳴門市，北島町及び松茂町の協力
を得て航空機騒音の実態調査を実施しています。平成
28年度の調査結果は表3-4-7のとおりです。

表3-4-7 航空機騒音調査結果 （平成28年度）

測定地点 区域の区分 平均値 測定時期(季節)

（単位：Lden（）内はWECPNL）

徳島市川内町加賀須野 第一種区域外 49 (61) 秋季

鳴門市大麻町東馬詰 〃 44 (60) 〃

北島町中村字東中洲 第一種区域内 46 (59) 春季

松茂町広島三番越 〃 53 (67) 〃

松茂町広島四番越 〃 53 (68) 〃

松茂町広島鍬ノ先 〃 55 (70) 〃

松茂町笹木野北上 〃 55 (68) 〃

松茂町満穂字満穂開拓 〃 56 (70) 〃

松茂町中喜来字群恵 第一種区域外 50 (64) 〃

（注）１ ｢区域の区分｣の第一種区域とは，防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第４条に規定される区域である。

２ 単位｢Lden｣とは，飛行騒音のみでなく，地上騒音も対象とした単位であり，平成25年度からそれまでの「WECPNL」にか

えて使用することとされた。

⑤近隣騒音
（ア）深夜飲食店等営業騒音
飲食店やコンビニエンスストア等の深夜営業の増加

により，店舗と住居が混在している地域でのカラオケ
装置等の音響，駐車場における利用者の話し声や車の
空ぶかし等の騒音が，付近住民の生活環境に影響を及
ぼしています。

（イ）生活騒音
近年，音響機器（ピアノ，ステレオなど ，家庭電気）

機器（クーラーの室外機など ，ペットの鳴き声等の家）
庭生活に起因する騒音が問題となっています。

（ウ）その他の騒音
野外イベントなどにおける夜間の音響機器（楽器や

スピーカーなど）等の使用において,付近住民の生活環
境の保全に対する配慮が必要となってきています。

これらは，住宅の過密化が進んだのと同時に，電化
製品の普及がより進んだことなどのハード面と，近隣
関係が疎遠化していること，生活サイクルが多様化し
ていることなどのソフト面が原因となっています。

（２）振動
， ，建設作業 工場・事業場を主な発生源とする振動は

騒音と同時に発生することが多く，日常生活に関連が
深いものです。

①工場・事業場振動
工場・事業場振動は，生産工程等の各種機械施設の

稼動により発生します。振動規制法では，特に著しい
振動を発生する機械類（当該機械から５ｍの距離でお
おむね60～80デシベル）を特定施設に指定し，規制地
域内で設置する場合，市町長への届出及び規制基準値
の遵守を義務づけています。
振動規制地域を有する５市４町において，平成28年

度現在振動規制法に基づく特定施設の届出状況は，表
3-4-8のとおりです。
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表3-4-8 振動規制法に基づく特定施設の届出状況
（平成2 年度現在）8

施設の種類 特定工場数等 特定施設数

金属加工機械 83 448

圧縮機 144 1,134

土石用破砕機等 10 61

織機 5 422

等 1 1コンクリートブロックマシン

木材加工機械 19 194

印刷機械 27 71

ロール機 4 14

合成樹脂用射出成形機 8 29

鋳型造型機 2 10

計 303 2,384

②建設作業振動
建設作業振動は，道路や建物の建設作業機械の稼動

により発生し，一時的かつ短期間で終了するが振動レ
ベルが高いこと，屋外作業のため防振対策が難しい等
の特徴を持っています。
振動規制法では，特に著しい振動（作業から５mの

距離でおおむね70～85デシベル）を発生する作業を特
定建設作業に指定し，規制地域内での作業実施にあた
り該当市町長への届出義務，振動基準値の遵守（敷地
境界線上で75デシベル以下 ，日祝日の作業及び夜間）
作業の禁止等の規制基準を定めています。

平成28年度における振動規制法に基づく特定建設作
業実施の届出件数は表3-4-9のとおりです。

表3-4-9 振動規制法に基づく特定建設作業実施の届出件数
（平成2 年度）8

作業の種類 届出件数

くい打機等を使用する作業 30

鋼球を使用して破壊する作業 0

舗装版破砕機を使用する作業 0

ブレーカーを使用する作業 102

計 132

③道路交通振動
道路交通振動については，市町長が振動規制法に基

づき道路管理者，都道府県公安委員会に対し，所要の
措置を要請する際の基準となる要請限度が定められて
います。
道路交通振動は，通過自動車の重量，道路の構造，

路面舗装の状態等に大きな影響を受けます。

（３）悪臭
悪臭は，騒音・振動と同様に人に不快感や嫌悪感を

与えることにより，生活環境を損ない心理的・生理的
被害をもたらすものです。なお，代表的な悪臭物質と
主要発生事業場は下記（表3-4-10）のとおりです。

表3-4-10 代表的な悪臭物質と主要発生源事業場

悪 臭 物 質 名 主 要 発 生 源 事 業 場

アンモニア 畜産事業場，鶏糞乾燥場，複合肥料製造業，でん粉製造業，化製場，魚腸骨処理場，フェ

ザー処理場，ごみ処理場，し尿処理場，下水処理場等

メチルメルカプタン クラフトパルプ製造業，化製場，魚腸骨処理場，ごみ処理場，し尿処理場，下水処理場等

硫化水素 畜産事業場，クラフトパルプ製造業，でん粉製造業，セロファン製造業，ビスコースレー

ヨン製造業，化製場，魚腸骨処理場，フェザー処理場，ごみ処理場，し尿処理場，下水処

理場等

硫化メチル クラフトパルプ製造業，化製場，魚腸骨処理場，ごみ処理場，し尿処理場，下水処理場等

二硫化メチル クラフトパルプ製造業，化製場，魚腸骨処理場，ごみ処理場，し尿処理場，下水処理場等

トリメチルアミン 畜産事業場，複合肥料製造業，化製場，魚腸骨処理場，水産かん詰製造業等

アセトアルデヒド アセトアルデヒド製造工場，酢酸製造工場，酢酸ビニル製造工場，クロロプレン製造工場，

たばこ製造工場，複合肥料製造業，魚腸骨処理場

プロピオンアルデヒド 塗装工場，その他の金属製品製造工場，自動車修理工場，印刷工場，魚腸骨処理場，油脂

ノルマルブチルアルデヒド 系食料品製造工場，輸送用機械器具製造工場等

イソブチルアルデヒド

ノルマルバレルアルデヒド

イソバレルアルデヒド

イソブタノール 塗装工場，その他の金属製品製造工場，自動車修理工場，木工工場，繊維工場，その他の

酢酸エチル 機械製造工場，印刷工場，輸送用機械器具製造工場，鋳物工場等

メチルイソブチルケトン

トルエン

キシレン

スチレン スチレン製造工場，ポリスチレン製造工場，ポリスチレン加工工場，ＳＢＲ製造工場，Ｆ

ＲＰ製品製造工場，化粧合板製造工場等

プロピオン酸 脂肪酸製造工場，染色工場，畜産事業場，化製場，でん粉製造工場等
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悪 臭 物 質 名 主 要 発 生 源 事 業 場

ノルマル酪酸 畜産事業場，化製場，魚腸骨処理場，鶏糞乾燥場，畜産食料品製造工場，でん粉製造工場，

ノルマル吉草酸 し尿処理場，廃棄物処理場等

イソ吉草酸

２ 騒音 振動 悪臭防止対策・ ・
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23
年法律第105号 （第２次一括法）が平成23年８月26）」
日に成立し，①環境基本法（平成５年法律第91号）第
16条第２項第２号のイに基づく騒音に係る環境基準に
ついての地域の類型の当てはめ，②騒音規制法（昭和
43年法律第98号）第３条第１項に基づく騒音について
規制する地域の指定，③騒音規制法第４条第１項に基
づく騒音の規制基準の設定，④振動規制法（昭和51年
法律第46号）第３条第１項に基づく振動について規制
する地域の指定，⑤振動規制法第４条第１項に基づく
振動規制の設定，⑥振動規制法施行規則（昭和51年総
理府令第58号）別表第１付表の第１号に基づく特定建

設作業に伴って発生する振動を規制する区域の指定，
及び「徳島県の事務処理の特例に関する条例（平成11
年条例第30号 」に基づく騒音について規制する地域）
の指定の事務が平成24年４月１日から市に移譲されま
した。

（１）騒音に係る環境基準の類型指定の状況
騒音に係る環境基準とは，人の健康を保護し，生活

環境を保全するうえで維持されることが望ましい音の
大きさであり，この基準達成を行政目標として各種施
策が推進されています。
なお，本県の環境基準の類型指定の状況は表3-4-11

のとおりです。

表3-4-11 騒音に係る環境基準の類型指定の状況
（平成24年徳島県告示第217号，平成24年徳島市告示第55号，平成24年鳴門市告示第23号，平成24年小松島市告示第14号，平成24年阿南市告示第

18号，平成24年吉野川市告示第24号，平成24年三好市告示第72号）

地域の類型 指 定 地 域

Ａ 徳島市，鳴門市，小松島 左記６市４町の区域のうち，都市計画法第８条第１項第１号に規定する第１種低層住

市，阿南市，吉野川市， 居専用地域，第２種低層住居専用地域，第１種中高層住居専用地域及び第２種中高層

三好市 石井町 美波町 住居専用地域並びに次に挙げる住宅集合地域（丈六団地，しらさぎ台，市営応神団地， ， ，

松茂町，北島町 等 市営不動団地等 富吉団地等 以上徳島市 市営矢倉団地等 リューネの森等 以， ， （ ）， ， （

上鳴門市 ，あすみが丘団地（阿南市 ，北島グリーンタウン（北島町 ）） ） ）

Ｂ 同 上 左記６市４町の区域のうち，都市計画法第８条第１項第１号に規定する第１種住居地

域，第２種住居地域及び準住居地域

， ，Ｃ 同 上 左記６市４町の区域のうち 都市計画法第８条第１項第１号に規定する近隣商業地域

商業地域，準工業地域及び工業地域

（注）都市計画法の用途地域及び団地造成地のうち，Ａ類型には専ら住宅の用に供される地域。Ｂ類型には主として住宅の用に供さ

れる地域。Ｃ類型には相当数の住宅と併せて商業・工業等の用に供される地域をあてはめています。

（２）騒音・振動防止対策
①騒音規制法及び振動規制法等に基づく地域指定の状
況
本県では，騒音規制法に基づき県下８市12町の一部

に，振動規制法に基づいて５市４町の一部に規制地域
の指定を行っています（表3-4-12 。 これにより，）
特定施設を有する工場・事業場及び特定建設作業を規
制するとともに，道路交通騒音・振動についても，限
度値を超過した場合には道路構造の改善や交通規制な
どの道路環境対策の要請を行うことができるものとし
ています。
さらに，騒音については，騒音規制法以外にも，徳

島県生活環境保全条例により県下全域が指定されてい
ます （平成24年徳島県告示第221号）。

航空機騒音測定 自動車騒音測定
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表3-4-12 騒音規制法第３条第１項及び振動規制法第３条第１項に基づく地域指定の状況
（騒音規制法：平成24年徳島県告示第218号，平成24年徳島市告示第56号，平成24年鳴門市告示第24号，平成24年小松島市告示第15号，平成24年

阿南市告示第19号，平成24年吉野川市告示第24号，平成24年阿波市告示第37号，平成24年美馬市告示第30号，平成24年三好市告示第73号）

（振動規制法：平成24年徳島県告示第223号，平成24年徳島市告示第60号，平成24年鳴門市告示第29号，平成24年小松島市告示第19号，平成24年

阿南市告示第23号，平成24年吉野川市告示第28号）

市町名 騒音 振動 市町名 騒音 振動 市町名 騒音 振動

規制法 規制法 規制法 規制法 規制法 規制法
○ ○ ○ ○ ○徳島市 三好市 北島町
○ ○ ○ ○ ○鳴門市 勝浦町 藍住町
○ ○ ○ ○ ○小松島市 石井町 板野町
○ ○ ○ ○阿南市 美波町 上板町
○ ○ ○ ○吉野川市 牟岐町 つるぎ町
○ ○ ○阿波市 海陽町 東みよし町
○ ○ ○美馬市 松茂町

②工場・事業場及び建設作業の騒音・振動規制等
騒音規制法，振動規制法又は徳島県生活環境保全条

例で定められた施設を工場・事業場に設置しようとす
る者は，事前に市町村長に届出をすることになってお
り，その際，必要に応じて騒音・振動防止等の改善指
導を行います。
また，特定施設設置工場等の操業や特定建設作業実

施に伴い苦情が発生した時は，必要に応じて測定調査
を行い，規制基準 （表3-4-13，3-4-14，3-4-15，3
-4-16）に適合するよう，騒音・振動防止対策指導を
行います。事業者に改善意思が見られない場合は，さ
らに改善勧告，改善命令を行うこととされています。
平成27年度は，改善勧告，改善命令を行った事例は

なく，すべて指導により対応しています。

表3-4-13 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
（徳島県生活環境保全条例別表第14及び平成24年徳島県告示第219号，平成24年徳島市告示第57号，平成24年鳴門市告示第25号，平成24年小松島

市告示第16号，平成24年阿南市告示第20号，平成24年吉野川市告示第25号，平成24年阿波市告示第40号，平成24年美馬市告示第31号，平成24年

三好市告示第74号）

時間の区分 朝 昼間 夕 夜間

午前５時～午前７時 午前７時～午後７時 午後７時～午後10時 午後10時～午前５時

区域の区分

第１種区域 45デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下 40デシベル以下

（法・条例共通）

第２種区域 50デシベル以下 55デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下

（法・条例共通）

第３種区域 60デシベル以下 65デシベル以下 60デシベル以下 55デシベル以下

（法・条例共通）

第４種区域 65デシベル以下 70デシベル以下 65デシベル以下 60デシベル以下

（法・条例共通）

その他の区域 60デシベル以下 65デシベル以下 60デシベル以下 55デシベル以下

（条例のみ）
（注）１ 騒音規制法は第１～４種区域の４区域に，県条例は第１～４種及びその他の区域の５区域に規制地を区分しており，各区域

の区分基準は次のとおりです。

第１種区域：良好な住居に供されており，特に静穏の保持を必要とする区域

第２種区域：主に住居の用に供されており，静穏の保持を必要とする区域

第３種区域：住居の用に併せて商業・工業等の用に供されており，地域の生活環境保全のために騒音の発生を防止する必要

がある区域

第４種区域：主として工業等の用に供されており，地域の環境悪化防止のため騒音規制の必要がある区域その他の区域

：１～４種区域以外の地域

２ 規制基準値は，工場・事業場の敷地の境界線において測定した騒音の大きさの許容限度です。
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表3-4-14 特定工場において発生する振動の規制に関する基準
（平成24年徳島県告示第224号，平成24年徳島市告示第61号，平成24年鳴門市告示第30号，平成24年小松島市告示第20号，平成24年阿南市告示第

24号，平成24年吉野川市告示第29号）

時間の区分 昼間 夜間

区域の区分 午前７時～午後７時 午後７時～午前７時

第１種区域 60デシベル以下 55デシベル以下

第２種区域 65デシベル以下 60デシベル以下

ただし，学校，保育所，病院，患者の収容施設を有する診療所，図書館，老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50

メートルの区域内は，上記の基準値から５デシベルを減じた値とする。

（注）１ 各区域の区分基準は次のとおりです。

第１種区域：良好な住居に供されており，特に静穏の保持を必要とする区域

第２種区域：住居の用に併せて商業・工業等の用に供されており，地域の生活環境保全のために振動の発生を防止する必要

がある区域及び主として工業等の用に供されており，地域の環境悪化を防止するため振動規制の必要がある区

域

規制基準値は，工場･事業場の敷地の境界線上において測定した鉛直振動の大きさの許容限度です。１

表3-4-15 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準
（昭和43年厚生省，建設省告示第１号，徳島県生活環境保全条例別表第15，平成24年徳島県告示第218号，平成24年徳島県告示第220号，平成24年

徳島県告示第221号，平成24年徳島市告示第56号，平成24年徳島市告示第66号，平成24年徳島市告示第59号，平成24年鳴門市告示第24号，平成

24年鳴門市告示第27号，平成24年鳴門市告示第28号，平成24年小松島市告示第15号，平成24年小松島市告示第17号，平成24年小松島市告示第2

5号，平成24年阿南市告示第19号，平成24年阿南市告示第22号，平成24年阿南市告示第29号，平成24年吉野川市告示第24号，平成24年吉野川市

告示第27号，平成24年吉野川市告示第32号，平成24年阿波市告示第37号，平成24年阿波市告示第38号，平成24年阿波市告示第39号，平成24年

美馬市告示第30号，平成24年美馬市告示第32号，平成24年美馬市告示第33号，平成24年三好市告示第73号，平成24年三好市告示第76号，平成2

4年三好市告示第77号）

作業時刻 作業時間 作業期間 作業日施設の種類 騒音の大きさ

）くい打機，くい抜機又はくい打くい抜機を （全区域共） ・法第1号区域 ・法第1号区域 (全区域共） (全区域共

午後７時～翌日 10時間／日を超 連続６日間を超 日曜日，そ使用する作業 作業場所の敷地

午前７時の時間 えないこと えないこと の他の休日びょう打機を使用する作業 境界線上で85デ

内でないこと ・法第2号区域 でないこと削岩機を使用する作業 シベルを超えな

・法第2号区域 ・条例規制区域空気圧縮機（定格出力15kw以上）を いこと

・条例規制区域 14時間／日を超使用する作業

午後10時～翌日 えないことコンクリートプラント又はアスファルト

午前６時の時間プラントを設けて行う作業

内でないこと※バックホウ（定格出力80kw以上）を使

用する作業

※トラクターショベル（定格出力70kw以

上）を使用する作業

※ブルドーザー（定格出力40kw以上）を

使用する作業

（注）１ 区域の区分は次のとおりです。

法第１号区域：特定工場等において発生する騒音の規制区域のうち，第１種，第２種，第３種区域の全域と第４種区域の一

部（学校，保育所，病院，診療所，図書館，特別養護老人ホーム，幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80

メートルの区域）

法第２号区域：特定工場等騒音規制区域の第４種区域から上記第１号区域を除く区域

条例規制区域：条例のその他の区域（特定工場等騒音規制区域第１～４種区域以外の区域）

２ ※の３種は，法第１，２号区域内での作業のみ規制対象となります （条例規制対象外）。

３ 規制基準を超過した場合，騒音防止の方法の変更や作業時間の短縮が勧告されます。
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表3-4-16 特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準

（振動規制法施行令別表第２，振動規制法施行規則別表第１及び平成24年徳島県告示第225号，平成24年徳島市告示第62号，平成24年鳴門市告示第

31号，平成24年小松島市告示第21号，平成24年阿南市告示第25号，平成24年吉野川市告示第30号，平成24年美馬市告示第32号）

施設の種類 振動の大きさ 作業時刻 作業時間 作業期間 作業日

）くい打機，くい抜機又はくい打くい抜機を （全区域共） ・法第1号区域 ・法第1号区域 (全区域共） (全区域共

使用する作業 作業場所の敷地 午後７時～翌日 10時間／日を超 連続６日間を超 日曜日，そ

鋼球を使用する破壊作業 境界線上で75デ 午前７時の時間 えないこと えないこと の他の休日

舗装版破砕機を使用する作業 シベルを超えな 内でないこと ・法第2号区域 でないこと

ブレーカー（手持式のものを除く）を使用 いこと ・法第2号区域 14時間／日を超

する作業 （鉛直振動） 午後10時～翌日 えないこと

午前６時の時間

内でないこと

（注） １ 区域の区分は次のとおりです。

法第１号区域：特定工場において発生する振動の規制区域のうち，別に定めた区域及びそれ以外の区域の一部（学校，保

育所，病院，診療所，図書館，特別養護老人ホーム，幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの

区域）

法第２号区域：特定工場等振動規制区域のうち上記第１号区域を除く区域

２ 規制基準を超過した場合，振動防止の方法の変更や作業時間の短縮が勧告されます。

③交通騒音・振動

（ア）自動車交通騒音・振動
騒音規制法及び振動規制法では，自動車交通による

道路周辺地域の生活環境悪化を防止するため 「要請限，
度」を定めています（振動：表3-4-17，騒音：表3-4-
18，表3-4-19 。測定値が要請限度を超過し，騒音・）
振動による周辺環境の悪化が認められる場合には，市
町村長は公安委員会や道路管理者に対し，速度規制や
道路構造の改善などの道路環境対策の要請等を行うこ
ととなっています。
平成28年度において，これらの要請等はありません

でした。
また，騒音規制法では，自動車騒音防止対策として

自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車
騒音の大きさの許容限度を定めています。
これは，自動車単体が走行中に発生する騒音の限度

値を定めることで，騒音低減技術の開発を促進し，騒
音低減を図るものです。国では，昭和４６年度以降，
順次車種別に許容限度の強化を行っています（表3-4-
20 。）

表3-4-17 道路交通振動の要請限度
（振動規制法施行規則別表第２及び平成24年徳島県告示第226号，平成

24年徳島市告示第63号，平成24年鳴門市告示第32号，平成24年阿南

市告示第26号，平成24年吉野川市告示第31号）

時間の区分 昼間 夜間

午前７時から 午後７時から

区域の区分 午後７時 午前７時

第１種区域 65デシベル 60デシベル

第２種区域 70デシベル 65デシベル

注）区域区分は，表3-4-14の区分と同じです。

表3-4-18 自動車騒音の要請限度 （平成12年総理府令第15号）

時間の区分 昼間 夜間

午前６時～午後10時 午後10時～午前６時

区域の区分

a区域及びｂ区域のうち１車線を有する道路に 65デシベル 55デシベル

面する区域

a区域のうち２車線以上の車線を有する道路に 70デシベル 65デシベル

面する区域

b区域のうち２車線以上の車線を有する道路に 75デシベル 70デシベル

面する区域及びc区域のうち車線を有する道路

に面する区域
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表3-4-19 自動車騒音の要請限度
（平成24年徳島県告示第222号，平成24年徳島市告示第58号，平成24年鳴門市告示第26号，平成24年小松島市告示第18号，平成24年阿南市告示第

21号，平成24年吉野川市告示第26号，平成24年三好市告示第75号）

地域の種類 指 定 地 域

ａ区域 徳島市，鳴門市，小松 左記６市４町の区域のうち，都市計画法第８条第１項第１号に規定する第１種低層住

島市，阿南市，吉野川 居専用地域，第２種低層住居専用地域，第１種中高層住居専用地域及び第２種中高層

市，三好市，石井町， 住居専用地域並びに次に挙げる住宅集合地域（丈六団地，東急しらさぎ台，市営応神

美波町，松茂町，北島 団地等，市営不動団地等，富吉団地等（以上徳島市 ，市営矢倉団地，リューネの森等）

町 （以上鳴門市 ，あすみが丘団地（阿南市 ，北島グリーンタウン（北島町 ）） ） ）

ｂ区域 同 上 左記６市４町の区域のうち，都市計画法第８条第１項第１号に規定する第１種住居地

域，第２種住居地域及び準住居地域

， ，ｃ区域 同 上 左記６市４町の区域のうち 都市計画法第８条第１項第１号に規定する近隣商業地域

商業地域，準工業地域及び工業地域

表3-4-20 自動車騒音の大きさの許容限度 （昭和50年環境庁告示第53号）
（単位：デシベル）

自 動 車 の 種 別 自動車騒音の大きさの許容限度

定常 近接

走行 排気 加速走行騒音

騒音 騒音

大型車 車両総重量3.5トン超 全輪駆動車，トレーラー及びクレーン車 83 99 82

原動機最高出力150kw超 トラック，バス 82 99 81

中型車 車両総重量3.5トン超 全輪駆動車 80 98 81

原動機最高出力150kw以下 全輪駆動車以外 79 98 80

小型車 車両総重量3.5トン以下 74 97 76

乗用車 専ら乗用で定員10人以下 72 100 76車両後部に原動機を有する普通・小型・軽自動車

車両後部に原動機を有しない 72 96 76

二輪 排気量250cc超 小型二輪自動車 94 ｸﾗｽ3 77ー

ｸﾗｽ2 74
自動車 排気量125cc超250cc以下 軽二輪自動車 94ー
原動機付 排気量50cc超125cc以下 第二種原動機付自転車 90ー
自転車 排気量50cc以下 第一種原動機付自転車 84 ｸﾗｽ1 73ー
（注）定常走行騒音：一定の速度で走行する際に発生する騒音

近接排気騒音：停車時にエンジン，排気管から発生する騒音

加速走行騒音：市街地を走行する際に発生する最大の騒音

クラス３：PMRが50を超えるもの （PMRの算出方法：最高出力(kW)/(車両重量(kg)+75kg)×1000）

クラス２：PMRが25を超え，50以下のもの

クラス１：PMRが25以下のもの

（イ）航空機騒音
徳島飛行場における騒音対策としてこれまで，

ａ 緩衝緑地等を設置し，滑走路北側のターミナル地
域及び北側平行誘導路に隣接する区域の騒音障害の軽
減を図った（徳島県実施 。）

ｂ 滑走路の沖出し（滑走路を海側へ460m移動）に
よる周辺住宅への騒音影響緩和と滑走路延長（2,000
m）に伴う低騒音型ジェット機（MD-81）導入を図る
ため，滑走路拡張工事を行った（運輸省実施，昭和62
年４月完了 。）

ｃ 海上自衛隊訓練機の低騒音型機（TC-90）への転

換を図る（昭和61年度完了）とともに，住宅防音工事
を実施する（防衛庁，防衛施設局実施 。）

など，航空機騒音による障害防止のため，諸施策の推
進に努めています。

④近隣騒音
（ア）深夜飲食店等営業騒音
飲食店関係などの営業，または拡声機使用の宣伝放

送に起因する苦情に対しては，各市町村において，徳
島県生活環境保全条例の訓示規定である深夜における
静穏保持又は夜間における拡声機の使用制限，もしく
は特定工場等の規制基準値を準用することで，営業者
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に対し騒音原因機器の使用の自粛や防音工事の実施等
を指導し，その解決に努めています。
このうち，飲食店関係営業については，風俗営業

等の規制及び業務の適正化等に関する法律等により，
深夜の営業地域の制限，音量の制限等の規制が実施さ
れています。

（イ）生活騒音
家庭生活に起因する騒音の苦情については，個々人

のマナーやモラルに依存する面が大きく，法律等で規
制することになじまないため，パンフレットやホーム

，ページを用いた騒音防止意識の普及啓発を行うことで
その発生防止に努めています。
また，住宅の農地付近への進出や，早期米の作付け

の増加による，雀脅し爆音器をはじめとする農業用機
械への苦情については，使用者に対し使用方法や代替
方法を指導することで，その解決に努めています。

（３）悪臭防止対策
悪臭防止法では，規制地域を指定し，その地域内に

おける工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭
物質の排出を規制しています。本県における地域指定
の状況及び敷地境界線等の規制基準は表3-4-20，表3-
4-21のとおりです。また，メチルメルカプタン等硫黄
系４物質については，排出水中に含まれる悪臭物質の
規制が行われており，その規制基準は表3-4-23となっ
ています。
なお，工場等に対する規制事務は，法に基づき市町

村が実施しています。
悪臭の主要な発生源は，表3-4-10のとおりです。
これらの発生源に対しては，市町村と連携を図り，

必要に応じて助言・技術支援等を行っています。

表3-4-21 悪臭防止法に基づく地域指定の状況
（平成24年徳島県告示第227号，平成24年徳島市告示第64号，平成24年阿南市告示第27号，平成24年鳴門市告示第33号，平成24年小松島市告示第

23号）

区 分 指 定 地 域

（ 「 」 。）徳島市 都市計画法第７条第１項に規定する市街化区域として定められている区域 以下 市街化区域 という

阿南市 及び同項に規定する市街化調整区域として定められている区域のうち別図に揚げる区域

石井町

松茂町

鳴門市

小松島市 市街化区域

北島町 全域

藍住町

表3-4-22 悪臭防止法に基づく規制基準（大気中における濃度）
（昭和53年徳島県告示第249号，平成24年徳島市告示第65号，平成24年阿南市告示第28号，平成24年鳴門市告示第34号，平成24年小松島市告示第

24号）

悪 臭 物 質 名 敷地境界基準 排 出 口 基 準

規制基準値（ppm）

アンモニア 1.5

メチルメルカプタン 0.003

硫化水素 0.05

硫化メチル 0.03

二硫化メチル 0.009

トリメチルアミン 0.005 悪臭物質（メチルメルカプタン，硫化メチル，二硫化メチル，ア

アセトアルデヒド 0.05 セトアルデヒド，スチレン，プロピオン酸，ノルマル酪酸，ノル

プロピオンアルデヒド 0.05 マル吉草酸及びイソ吉草酸を除く ）の種類に応じ，規制基準値。

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 を基礎として，次式により算出して得た流量とする。

イソブチルアルデヒド 0.02

ノルマルバレルアルデヒド 0.009

イソバレルアルデヒド 0.003 q=0.108×He²･Cm

イソブタノール 0.9 ｑ：悪臭物質の流量（Nm³/時）

酢酸エチル 3 He：補正された排出口の高さ（m）

メチルイソブチルケトン 1 Cm：敷地境界における規制基準（ppm）

トルエン 10

スチレン 0.4 ※Heが５m未満の場合はこの式は適用しない。

キシレン 1
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悪 臭 物 質 名 敷地境界基準 排 出 口 基 準

規制基準値（ppm）

プロピオン酸 0.03

ノルマル酪酸 0.001

ノルマル吉草酸 0.0009

イソ吉草酸 0.001

表3-4-23 悪臭防止法に基づく規制基準（排水中における濃度）
（昭和53年徳島県告示第249号，平成24年徳島市告示第65号，平成24年阿南市告示第28号，平成24年鳴門市告示第34号，平成24年小松島市告示第

24号）

悪 臭 物 質 事業場から排出される排水の量 許容限度（ppm）

メチルメルカプタン 0.001立方メートル毎秒以下の場合 0.05

0.001立方メートル毎秒を超え，0.1立方メートル毎秒以下の場合 0.01

0.1立方メートル毎秒を超える場合 0.002

硫化水素 0.001立方メートル毎秒以下の場合 0.3

0.001立方メートル毎秒を超え，0.1立方メートル毎秒以下の場合 0.06

0.1立方メートル毎秒を超える場合 0.01

硫化メチル 0.001立方メートル毎秒以下の場合 1.0

0.001立方メートル毎秒を超え，0.1立方メートル毎秒以下の場合 0.2

0.1立方メートル毎秒を超える場合 0.04

二硫化メチル 0.001立方メートル毎秒以下の場合 0.6

0.001立方メートル毎秒を超え，0.1立方メートル毎秒以下の場合 0.1

0.1立方メートル毎秒を超える場合 0.03

（備考）

１ 規則基準は当該事業場から敷地外に排出される排出水中の濃度である。

２ 排出水中の濃度は，次式により算出された濃度をいう。C m＝ｋ×Cm（C m：排出水中の悪臭物質濃度（単位mg/L）k：定数，L L

Cm：事業場敷地境界線における規制基準（単位ppm ））

３ 今後の取組の方向性
（１）工場・事業場及び建設作業からの騒音・振動・
悪臭
①工場・事業場
本県では，特定工場等は中小規模のものが大多数で

あり，また，住居と工場が混在していることや，敷地
が狭小であるために防音対策が困難な場合が多いこと
など，土地利用が騒音・振動・悪臭問題の大きな原因
となっていることが少なくありません。
このため，工業団地の造成や都市計画区域の見直し

等により，住工分離を推進するなどの土地利用の適正
化を図るのが，適正な対策となります。
②建設作業
市町村及び県では，事業者からの建設作業に関する

問い合わせ時や実施の届出時に，工事実施の際に周囲
への配慮の徹底をお願いするとともに，国土交通省が
指定している低騒音型・低振動型機械の積極的な使用
を指導しています。

（２）交通騒音
①自動車交通騒音
自動車騒音の有効な低減策として，自動車単体騒音

の規制強化が実施されていますが，騒音の十分な低減
につながっていないのが現状です。また，沿道は道路
の利便性をふまえて土地利用がされており，遮音壁な

。どの構造物設置による防音対策が難しくなっています
， ，このため 環境行政による騒音監視測定だけでなく

道路や大規模小売店舗の建設段階での騒音対策や道路
構造の改善，交通網の合理化などの施策を総合的に進
める事が大切であるため，関係機関との連携を図りな
がら生活環境の保全に取り組みます。
②航空機騒音
徳島飛行場においては，飛行場周辺の生活環境を把

握するため，県及び市町が協力して騒音測定調査を継
続して実施しています。

（３）近隣騒音
①深夜飲食店等営業騒音
苦情実態の把握に努め，必要に応じて条例に基づく

規制を実施するなど，効率的な防音対策指導を行いま
す。
②生活騒音
広報媒体や環境保全啓発事業等をとおして，個々人

。の生活騒音防止への意識向上の啓発に努めていきます


